
� � (毎週月･水･金曜日発行)

�
�
�
�
�
�

�
�
�
	



�
�
	
�


�
�
�
�
�
�
�

目

次

告

示

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
介
護
機
関
の
指
定

(

健
康
福
祉

政

策

課)

…

�

○
右

同

(

同

)

…

�

○
右

同

(

同

)

…

�

○
右

同

(

同

)

…

�

○
右

同

(

同

)

…

�

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
居
宅
介
護
事
業
所
の
名
称
及

び
所
在
地
変
更
の
届
出

(

同

)

…

�

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
介
護
予
防
事
業
所
の
名
称
及

び
所
在
地
変
更
の
届
出

(

同

)

…

�

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
名

称
変
更
の
届
出

(
同

)

…

�

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
特
定
福
祉
用
具
販
売
事
業
所

の
名
称
変
更
の
届
出

(

同

)
…

�

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販

売
事
業
所
の
名
称
変
更
の
届
出

(

同

)

…

�

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
廃
止
の
届
出

(

同

)

…

�

○
右

同

(

同

)

…

�

○
漁
船
保
険
付
保
義
務
の
同
意
を
求
め
る
た
め
の
届
出

(

水
産
振
興
課)

…

�

○
漁
港
の
保
全
上
支
障
の
あ
る
行
為
を
禁
止
す
る
区
域
等
の
指
定
の
一

部
改
正

(

漁
港
漁
場

整

備

課)

…

�

○
漁
船
保
険
付
保
義
務
の
同
意
を
求
め
る
た
め
の
届
出

(

下
北
地
域

県

民

局)

…

�

公

告

○
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

(

下
北
地
域

県

民

局)

…

�

告

示

青
森
県
告
示
第
五
百
二
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
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第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十

五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
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告
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す
る
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二
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介
護
扶
助
の
た
め
の
介
護
予
防
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十

五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
八
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
百
四
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
支
援
計
画
の
作
成
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の

で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
八
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
百
五
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
福
祉
用
具
の
給
付
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法

第
五
十
五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
八
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
百
六
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
介
護
予
防
福
祉
用
具
の
給
付
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の

で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
八
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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東
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青
森
県
告
示
第
五
百
七
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
居
宅
介
護
事
業
所
の

名
称
及
び
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定

に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
八
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
百
八
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
介
護
予
防
事
業
所
の

名
称
及
び
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定

に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
八
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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一

〃
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前
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和
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浴
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護

Ｊ
Ａ
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和

田
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い
ら

せ
ホ
ー
ム

ヘ
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テ
ー
シ
ョ

ン

｢

き
ず
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〃

〃

変
更
前

Ｊ
Ａ
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和

田
市
福
祉
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ン
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変
更
後

〃
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福
祉
用
具

貸
与

Ｊ
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用
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〃

〃
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前
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青
森
県
告
示
第
五
百
九
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
居
宅
介
護
支
援
事
業

所
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
八
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
百
十
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
特
定
福
祉
用
具
販
売
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介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防
事
業
所

区

分

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

介
護
予
防

事
業
の
種

類

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

八
戸
市
大
字

大
久
保
字
大

山
三
五
の
三

変
更
後

社
会
福
祉

法
人
同
伸

会

八
戸
市
大
字

大
久
保
字
大

山
三
二
の
一

介
護
予
防

訪
問
介
護

瑞
光
園
ホ

ー
ム
ヘ
ル

パ
ー
ス
テ

ー
シ
ョ
ン

八
戸
市
大
字

大
久
保
字
大

山
三
二
の
一

平
成

��

･

�･

�

変
更
前

Ｊ
Ａ
十
和

田
市
ホ
ー

ム
ヘ
ル
プ

ス
テ
ー
シ

ョ
ン

｢

き

ず
な｣

変
更
後

株
式
会
社

エ
コ
ー

十
和
田
市
稲

生
町
一
八
の

三
七

〃

Ｊ
Ａ
十
和

田
お
い
ら

せ
ホ
ー
ム

ヘ
ル
プ
ス

テ
ー
シ
ョ

ン
｢

き
ず

な｣

十
和
田
市
東

一
番
町
六
の

五
一

〃

変
更
前

Ｊ
Ａ
十
和

田
市
ホ
ー

ム
ヘ
ル
プ

ス
テ
ー
シ

ョ
ン

｢

き

ず
な｣

変
更
後

〃

〃

介
護
予
防

訪
問
入
浴

介
護

Ｊ
Ａ
十
和

田
お
い
ら

せ
ホ
ー
ム

ヘ
ル
プ
ス

テ
ー
シ
ョ

ン

｢

き
ず

な｣

〃

〃

変
更
前

Ｊ
Ａ
十
和

田
市
福
祉

用
具
セ
ン

タ
ー

｢

き

ず
な｣

変
更
後

〃

〃

介
護
予
防

福
祉
用
具

貸
与

Ｊ
Ａ
十
和

田
お
い
ら

せ
福
祉
用

具
セ
ン
タ

ー

｢

き
ず

な｣

〃

〃

変
更
前

Ｊ
Ａ
十
和

田
市
デ
イ

サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー

｢

き
ず
な｣

変
更
後

〃

〃

介
護
予
防

通
所
介
護

Ｊ
Ａ
十
和

田
お
い
ら

せ
デ
イ
サ

ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー

｢

き
ず
な｣

十
和
田
市
東

一
番
町
六
の

五

〃

居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

区

分

名

称

主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

Ｊ
Ａ
十
和
田
市

居
宅
介
護
支
援

事
業
所

｢

き
ず

な｣

変
更
後

株
式
会
社
エ

コ
ー

十
和
田
市
稲
生

町
一
八
の
三
七

Ｊ
Ａ
十
和
田
お

い
ら
せ
居
宅
介

護
支
援
事
業
所

｢

き
ず
な｣

十
和
田
市
東
一

番
町
六
の
五
一

平
成

��･

�･

�

� �



� �

事
業
所
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
八
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
百
十
一
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
特
定
介
護
予
防
福
祉

用
具
販
売
事
業
所
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
八
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
百
十
二
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
八
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
百
十
三
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
八
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
百
十
四
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
漁
船
損
害
等
補
償
法

(
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号)

第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

青 森 県 報������	
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特
定
福
祉
用
具
販
売
事
業
者

特
定
福
祉
用
具
販
売
事
業
所

区

分

名

称

主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

Ｊ
Ａ
十
和
田
市

福
祉
用
具
セ
ン

タ
ー｢

き
ず
な｣

変
更
後

株
式
会
社
エ

コ
ー

十
和
田
市
稲
生

町
一
八
の
三
七

Ｊ
Ａ
十
和
田
お

い
ら
せ
福
祉
用

具
セ
ン
タ
ー

｢
き
ず
な｣

十
和
田
市
東
一

番
町
六
の
五
一

平
成

��･

�･

�

特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売

事

業

者

特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売

事

業

所

区

分

名

称

主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

Ｊ
Ａ
十
和
田
市

福
祉
用
具
セ
ン

タ
ー｢

き
ず
な｣

変
更
後

株
式
会
社
エ

コ
ー

十
和
田
市
稲
生

町
一
八
の
三
七

Ｊ
Ａ
十
和
田
お

い
ら
せ
福
祉
用

具
セ
ン
タ
ー

｢

き
ず
な｣

十
和
田
市
東
一

番
町
六
の
五
一

平
成

��･

�･

�

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

居
宅
介
護

事
業
の
種

類

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

有
限
会
社
ミ

ズ
ノ
薬
局

十
和
田
市
穂
並
町

一
〇
の
三

居
宅
療
養

管
理
指
導

有
限
会
社
ミ

ズ
ノ
薬
局

十
和
田
市
穂
並
町

一
〇
の
三

平
成

��

･

�･

��

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

介
護
予
防

事
業
の
種

類

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

有
限
会
社
ミ

ズ
ノ
薬
局

十
和
田
市
穂
並
町

一
〇
の
三

介
護
予
防

居
宅
療
養

管
理
指
導

有
限
会
社
ミ

ズ
ノ
薬
局

十
和
田
市
穂
並
町

一
〇
の
三

平
成

��

･

�･

��

� �



� �

る
同
意
を
求
め
る
た
め
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
公
示
し
、
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
八
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
百
十
五
号

漁
港
漁
場
整
備
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号)

第
三
十
九
条
第
五
項
及
び
同
項
第
二

号
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
八
年
五
月
十
二
日
青
森
県
告
示
第
四
百
二
十
二
号

(
漁
港
の
保
全
上
支

障
の
あ
る
行
為
を
禁
止
す
る
区
域
等
の
指
定)

を
も
っ
て
公
示
し
た
禁
止
区
域

(
禁
止
物
件)

及
び

指
定
の
適
用
期
間
を
変
更
し
た
の
で
、
同
告
示
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
二
年
八
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

漁
港
の
名
称
、
禁
止
区
域
及
び
禁
止
物
件

第
二
号
中

｢

平
成
二
十
年
四
月
十
四
日｣

を

｢

平
成
二
十
二
年
八
月
十
二
日｣

に
改
め
る
。

青 森 県 報平成22年８月２日 月曜日 第3270号 �

届

出

事

項

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧

加
入
区
の

名

称

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

期

間

場

所

平
内

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
茂
浦
字
浦
田
一
番

地
一

後

藤

隆

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
清
水
川
字
大
川
添

四
二
番
地

船

橋

晶

之

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
東
滝
字
滝
五
八
番

地
一

細

川

拓

治

平
成
二
十
二
年

八
月
二
日
か
ら

同
月
十
六
日
ま

で

平
内
町
漁
業

協
同
組
合

漁
港
の
名
称

禁

止

区

域

禁

止

物

件

八
戸
漁
港

八
戸
漁
港
区
域
の
う
ち

別
図
一
に
示
す
区
域

漁
船
以
外
の
船
舟(

監
視
船
、
警
備
船
、

漁
港
の
工
事
に
従
事
す
る
船
舟
そ
の
他

公
務
に
従
事
す
る
船
舟
を
除
く
。)

� �
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八
戸

市

小
中

野
町

湊
町

築
港

街

白
銀

町

湊
町

湊
町

島
下

大
沢
片
平

主
要

地
方

道
八

戸
港

線

八
戸

線

陸
奥
湊
駅

八

戸

大

橋

湊
橋

新
湊

橋

新
井

田
川

橋
梁

八
戸
シ
ー
ガ
ル
ブ
リ
ッ
ジ

湊
ト
ン
ネ
ル

八
戸
魚
市
場

冷
凍
工
場

恵
比
須
龍
神

八
戸
水
産
公
社

大
洋
冷
蔵

連
合
会

八
戸
海
上
保
安
部

八
戸
水
産
会
館

サ
ン
レ
イ
八
戸
工
場

下
条
町
内
集
会
所

川
口
神
社

住
友

鉱
業

大
祐
神
社

八
戸
検
潮
所

八
戸
漁
業
協
同
組
合

館
鼻
汚
水
処
理

八
戸
第
三
魚
市
場

八
戸
信
号
所

八
戸
小
型
船
舶

ポ
ン
プ
場

全
漁
連
八
戸
食
品

新
橋
市
場

教
習
所

市営魚菜市場

合
同
庁
舎

水
産
加
工
組
合

県
施
綱
漁
業
協

モ
ー
ビ
ル
石
油
八
戸
油
槽
所

白銀魚協

八
戸
港
湾
運
送

い
か
つ
り
漁
協

マルヨ水産

出
光
八
戸
油
槽
所

八戸税関支所

マ
リ
ン
プ
ラ
ザ
八
戸

東
西
オ
イ
ル
タ
ー
ミ
ナ
ル

三
菱
鉱
業
セ
メ
ン
ト

八戸出張所

東北電波監理局

共
同
石
油
八
戸
油
槽
所

全
国
漁
業
協
同
組
合

八坂神社

冷
凍
倉
庫

漁
場
整
備
事
務
所

日東捕鯨

湊
郵
便
局

八
戸
漁
協
油
槽
所

八戸測候所

加
工
場

共
同
石
油
八
戸
油
槽
所

植
物
検
疫
八
戸
出
張
所

八
戸
鱗
光
冷
蔵

冷
凍
工
場

白鴎保育園

小
野
田
セ
メ
ン
ト

八戸燃料

御前神社

宇
都
セ
メ
ン
ト

亀
井
八
戸
油
槽
所

三
八
地
方
漁
港

極
洋
八
戸

県
水
産
加
工
研
究
所

浜
須
賀

八
戸
水
産

白
銀
魚
協

冷
凍
工
場

八
戸
港
湾

カ
イ
ハ
ツ
セ
メ
ン
ト

保
育
所

八
戸
油
槽
所

八
戸
港
厚
生
会
館

新

井

田

川

新

井

田

川

河
原
木
西
防
波
堤

八
戸
館
鼻
展
望
台

白
銀
緑
地

魚干場

プ
ー
ル

公
園

湊
二
号
公
園

三
島
下
公
園

魚
干
場

公
園

舘
鼻
公
園

湊
三
号
公
園

公
園

湊
一
号
公
園

+5
9.0

+59 . 5

+60 . 0

+6
0.0

+58 . 5

+59 . 0

+59
.5

+58 . 5
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八
戸

市

小
中

野
町

河
原

木

小
中

野
北

湊
町

湊
町

宇
浜
工
河
原

湊
町

江
陽
四
丁
目

湊
町

島
下

主
要

地
方

道
八

戸
港

線

八
戸

線

石
油
基
地
専
用
線

八
戸

線

陸
奥
湊
駅

湊
橋

新
湊

橋 八

戸

大

橋

新
井

田
川

橋
梁

八
戸
シ
ー
ガ
ル
ブ
リ
ッ
ジ

湊
ト
ン
ネ
ル

ポ
ン
プ
場

八
戸
検
潮
所

川
口
神
社

八
戸
魚
市
場

八
戸
水
産
公
社

柔
魚
釣
船
頭
組
合

八
戸
海
上
保
安
部

東
北
水
産
八
戸
工
場

教
習
所

八
戸
信
号
所

恵
比
須
龍
神

新
橋
市
場

八
戸
小
型
船
舶

漁
業
協
同
組
合

柳

橋

第
二
魚
市
場

館
鼻
汚
水
処
理

下
条
町
内
集
会
所

荷
捌

所

八
戸
市
営

全
漁
連
八
戸
食
品

冷
凍
工
場

八
戸
市
柔
魚
釣

大
祐
神
社

シ
ェ
ル
石
油
八
戸
油
槽
所

昭
和
石
油
八
戸
油
槽
所

出
光
興
産
八
戸
油
槽
所

保
育
所

八坂神社

東西電力火力発電所

八戸燃料

浜
須
賀

日
本
石
油
㈱

共
同
石
油
八
戸
油
槽
所

東
北
化
学
八
戸
工
場

八
戸
漁
協
油
槽
所

マ
リ
ン
プ
ラ
ザ
八
戸

県
施
綱
漁
業
協

共
同
石
油
八
戸
油
槽
所

八
戸
鱗
光
冷
蔵

市営魚菜市場

日
本
石
油
八
戸
油
槽
所

全
国
漁
業
協
同
組
合

い
か
つ
り
漁
協

漁
場
整
備
事
務
所

八
戸
油
槽
所

モ
ー
ビ
ル
石
油
八
戸
油
槽
所

御前神社

東西水産オイルターミナル㈱八戸油槽所

湊
郵
便
局

東
西
オ
イ
ル
タ
ー
ミ
ナ
ル
八
戸
油
槽
所

米
海
軍
八
戸
油
槽
所

八戸測候所

原油タンク

東
西
オ
イ
ル
タ
ー
ミ
ナ
ル

八
戸
油
槽
所

亀
井
八
戸
油
槽
所

三
八
地
方
漁
港

出
光
八
戸
油
槽
所新

井

田

川

新

井

田

川

八
戸

工
業

港

公
園

八
戸
館
鼻
展
望
台

公
園

湊
二
号
公
園

湊
三
号
公
園

湊
一
号
公
園

舘
鼻
公
園

公
園

+5 8. 0

+59 . 5

+5 8. 5

+
58.
5

+5 9. 0
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八
戸
漁
港
　
禁
止
区
域

別
図
一

凡
例
　
禁
止
区
域
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青
森
県
告
示
第
五
百
十
六
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
漁
船
損
害
等
補
償
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号)

第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
同
意
を
求
め
る
た
め
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
公
示
し
、
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
八
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

告

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
八
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
竹
正
工
務
店

二

代
表
者
の
氏
名

竹
内

正
弘

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

下
北
郡
大
間
町
大
字
大
間
字
根
田
内
八
の
二
四
六

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
七)

第
一
三
七
九
三
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
二
年
七
月
九
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

電
気
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
二
年
五
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出

に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。

青 森 県 報平成22年８月２日 月曜日 第3270号 �

届

出

事

項

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧

加
入
区
の

名

称

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

期

間

場

所

下
風
呂

下
北
郡
風
間
浦
村
大
字
下
風
呂
字
鳥
谷
場

ノ
上
一
五
番
地
五
七

橘

和

幸

下
北
郡
風
間
浦
村
大
字
下
風
呂
字
甲
平
ノ

下
一
一
番
地
二

坪

勝

信

下
北
郡
風
間
浦
村
大
字
下
風
呂
字
甲
平
ノ

下
二
番
地
三

吉

田

清

平
成
二
十
二
年

八
月
二
日
か
ら

同
月
十
六
日
ま

で

下
風
呂
漁
業

協
同
組
合

� �

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


